
自主
財
源
39.4％

依存

財
源
60
.6
％

民生費・・・・・・・・・・高齢者・障がい者福祉、子育て
支援、生活保護など

総務費・・・・・・・・・・内部管理、人件費、戸籍事務
など

衛生費・・・・・・・・・・保健、環境衛生、ごみ処理など
土木費・・・・・・・・・・道路整備、公園管理、区画整

理など
公債費・・・・・・・・・・長期借入金の返済金
教育費・・・・・・・・・・教育の充実、文化・スポーツ

振興など
消防費・・・・・・・・・・消防・防災活動、防災基盤整

備など
農林水産業費・・・農林業の振興、土地改良など
商工費・・・・・・・・・・商工業、観光振興など
その他・・・・・・・・・・議会費、労働費、災害復旧費、

諸支出金、予備費

特別会計予算 ※特別会計は、特別な事業の収入と支出を一般会計と区別したものです。７の
特別会計があります

国民健康保険事業勘定特別会計 70億9,487万円 学校給食センター事業特別会計 ５億1,342万円
後期高齢者医療特別会計  ８億1,428万円 特定地域生活排水処理事業特別会計 1,873万円
介護保険事業勘定特別会計 64億9,676万円 三波川財産区特別会計 195万円
介護老人保健施設特別会計  ２億7,501万円 合計 152億1,502万円

企業会計予算 ※企業会計は、独立採算制を基本にした民間企業と同じ経理方式をとる会計で
す。3 の企業会計があります

水道事業会計 28億7,897万円 国民健康保険鬼石病院事業会計 14億0,827万円
下水道事業会計 14億1,023万円 合計 56億9,747万円

令和３年度一般会計当初予算額の内訳（266億 6,000万円）

歳入

市税市税
80億2,757万円80億2,757万円
（30.1％）（30.1％）

自主財源・・・・・市が自主的に収入することがで
きる財源

依存財源・・・・・国や県などから交付されるもの
市税・・・・・・・・・市民の皆さんや法人から納めて

いただく税金
地方交付税・・・財政状況に応じて国から配分さ

れる交付金
市債・・・・・・・・・公共事業などで多額の資金が必

要なときの長期借入金
国庫支出金・・・特定の事務事業に対して国から

交付される支出金
県支出金・・・・・特定の事務事業に対して県から

交付される支出金
その他・・・・・・・使用料及び手数料、地方譲与税、

寄附金など

繰入金繰入金
15億8,813万円15億8,813万円
（6.0％）（6.0％）

諸収入
３億5,905万円
（1.3％）

地方消費税交付金
11億8,389万円（4.4％）

地方交付税地方交付税
45億円45億円
（16.9％）（16.9％）

国庫支出金国庫支出金
37億0,152万円37億0,152万円
（13.9％）（13.9％）

県支出金県支出金
22億9,596万円22億9,596万円
（8.6％）（8.6％）

市債市債
39億0,040万円39億0,040万円
（14.6％）（14.6％）

その他
５億7,570万円（2.2％）

民生費民生費
98億4,923万円98億4,923万円
（36.9％）（36.9％）

土木費土木費
26億4,155万円26億4,155万円
（9.9％）（9.9％）

教育費教育費
23億1,299万円23億1,299万円
（8.7％）（8.7％）

衛生費衛生費
28億5,750万円28億5,750万円
（10.7％）（10.7％）

総務費総務費
39億4,399万円39億4,399万円
（14.8％）（14.8％）

公債費公債費
24億0,382万円24億0,382万円
（9.0％）（9.0％）

消防費
９億8,870万円
（3.7％）

農林水産業費
７億5,394万円（2.8％）

商工費
６億5,228万円（2.5％）

その他その他
２億5,600万円（1.0％）２億5,600万円（1.0％）

歳出

令和３年度予算概要

歳出

歳入

その他その他
５億2,778万円（2.0％）５億2,778万円（2.0％）
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小池　ヨシ子小池　ヨシ子さんさん
（（１月21日生まれ・金井）１月21日生まれ・金井）

田口　孝良田口　孝良さんさん
（２月17日生まれ・藤岡）（２月17日生まれ・藤岡）

横田　シゲ子横田　シゲ子さんさん
（（１月30日生まれ・譲原）１月30日生まれ・譲原）

特
殊
詐
欺
電
話
対
策
機
器
の
購

入
な
ど
に
対
し
補
助
を
行
い
ま
す
。

今
年
度
か
ら
外
付
機
器
も
対
象
と

な
り
ま
し
た
。

対
象
市
内
在
住
の
65
歳
以
上
で
、

市
税
の
滞
納
が
な
い
人

対
象
機
器
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
機
能
が
付
い
た
新
品
電
話

機
ま
た
は
電
話
機
に
外
部
接
続
可

能
な
機
器
▽
電
話
の
着
信
時
に
、

電
話
の
相
手
方
に
通
話
が
録
音
さ

れ
る
旨
の
警
告
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
流

れ
る
機
能
お
よ
び
自
動
的
に
録
音

す
る
機
能
が
あ
る
▽
通
話
内
容
を

自
動
判
別
し
、
特
殊
詐
欺
な
ど
と

判
断
し
た
場
合
に
設
置
者
な
ど
に

警
告
す
る
機
能
が
あ
る

補
助
金
額
購
入
費
の
２
分
の
１

（
上
限
５
０
０
０
円
）

※
電
話
機
の
設
置
費
用
、
付
属

品
・
保
障
費
・
利
用
料
な
ど
の
追

加
購
入
費
は
除
く

申
請
・
問
い
合
わ
せ

購
入
前
に

市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー（
☎
⑳
１

１
３
３
）へ

高
齢
者
が
気
軽
に
立
ち
寄
っ
て

交
流
で
き
る
場
を
開
催
す
る
団
体

に
対
し
て
補
助
を
行
い
ま
す
。

補
助
期
間
４
月
１
日
か
ら
令
和

４
年
３
月
31
日
㈭
ま
で

対
象
市
内
で
高
齢
者
の
居
場
所

づ
く
り
を
行
っ
て
い
る
団
体

対
象
事
業
次
の
条
件
を
全
て
満

た
す
事
業
▽
３
人
以
上
が
団
体
に

属
す
る
▽
１
年
間
事
業
が
継
続
可

能
▽
月
に
２
回
以
上
開
催
▽
65
歳

以
上
の
高
齢
者
が
５
人
以
上
参
加

▽
特
定
の
サ
ー
ク
ル
活
動
で
な
い

対
象
経
費
居
場
所
の
運
営
に
要

す
る
経
費（
設
備
整
備
費
用
、
食

料
費
は
除
く
）

補
助
金
額
実
施
月
数
×
５
０
０

０
円（
年
間
６
万
円
）を
上
限
と

し
ま
す

申
請
・
問
い
合
わ
せ

介
護
高
齢

課（
☎
㊵
２
８
０
９
）

広報の写真撮影にご協力ください
　イベントなどで市広報広聴係員が写真や映像を撮影します。
これらの写真などは市の記録写真として保存するほか、広報紙
やホームページなどに使用します。
　「藤岡市広報」と書かれた紫色の腕章を着けた担当職員が
おじゃまして取材・撮影を行う際には、ご協力をお願いします。
問い合わせ　秘書課（☎㊵2208）

家
族
あ
ん
し
ん
特
殊
詐
欺
電
話
撃
退
補
助
金

高
齢
者
の
居
場
所
運
営
補
助
金

100歳のお誕生日おめでとうございます
市長から表彰状が贈られました
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